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2020年 10月７日 

各  位 

会 社 名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 川瀬 太志 

 (コード番号：6192 東証第一部) 

問 合 せ 

責 任 者 
執行役員 経営企画室室長 西田 祐 

 (TEL.03-5747-9800) 

 

 

自主再生委員会に関するお知らせ 

 

当社は、2020 年９月 30 日付「代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ」において

お知らせいたしました当社役職員をメンバーとする再発防止策の検討と実行を進める自主再生

委員会につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

 

１．自主再生委員会設置の目的 
当社は、今般の事態を招いた原因として、取締役会・監査役会によるガバナンス、内部監査

部門及び財務経理部門による牽制機能、また業績を過度に重視した企業風土や組織全体のコン

プライアンス態勢、全社的な内部統制業務のプロセス等に問題や不十分な点があったものと認

識しております。 
  今般の事態にはガバナンス上の問題が根底にあると考えられるため、ガバナンスの抜本的改

革についても検討する必要があると考えておりますが、執行レベルで対応すべき再発防止策に

ついては、第三者委員会の最終調査報告書を待たずに検討を進めることといたしました。 
新経営体制に基づく監督と執行の分離体制のもと、執行体制に関わる役職員が自ら根本的な

原因を的確に捉えた再発防止策の立案とその迅速かつ着実な実行を進めます。また、当社はこ

れまで事業拡大に応じてコンプライアンス態勢の整備等を実施してきましたが、これについて

も不十分であった点を改善いたします。このような再発防止策及びコンプライアンス態勢の改

善を日々の業務運営に具体的に反映、定着させることで、社員が誇りをもって業務に取り組め

る環境を築き、新しい企業風土の醸成を通じパブリックカンパニーとして企業価値の向上を目

指します。 
 
２．これまでの活動 

2020 年９月 11 日に以下の役職員をメンバーとして自主再生委員会を発足（＊記載の役職は

同日時点のものです）、今回の問題につながる根本的原因の的確な認識と再発防止策の検討活

動を開始しました。発足時点は第三者委員会による中間調査報告書の受領前であったため、知

りうる範囲の問題事案について当社での業務経験に基づく根本的原因の整理とそれに沿った
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再発防止策の方針を検討しておりました。 
 
委員長 取締役執行役員 経営支援本部 副本部長     中山史章 
委員  取締役執行役員 経営支援本部        福島宏人   
委員  執行役員 経営支援本部                   加藤尊彦 
委員  執行役員  事業開発本部                   高地可奈子 
委員  執行役員  経営支援本部                   谷原弘堂 
委員  執行役員  事業業開発本部 兼 経営支援本部 矢部智仁 
委員       経営管理本部  経営企画室 室長  西田祐 
委員       事業開発本部  事業開発部 課長  芝山絵美 
 

３．中間調査報告書を受けての活動 
第三者委員会の中間調査報告書の公表を受け、自主再生委員会のメンバーを変更し、同報告

書において認定された事実関係に基づき、その原因分析及び再発防止策の検討をさらに進める

ことといたしました。 
自主再生委員会のメンバーの変更については、内部監査室所属の者を追加するなど委員の所

属部門の幅を広げるとともに、今後の新経営体制下における監督と執行の分離の観点から事業

推進の先導的役割を担う執行メンバーを中心とするために、以下の通りの体制といたしました。 
 
委員長 執行役員  事業開発本部 兼 経営支援本部 矢部智仁   
委員            内部監査室 室長        伊藤慎一郎  
委員  執行役員  経営支援本部                  加藤尊彦   
委員  執行役員  経営支援本部                  谷原弘堂   
委員  執行役員  事業開発本部                  高地可奈子  
委員            事業開発本部 事業開発部 課長  芝山絵美   
委員            経営管理本部 人事課 課長      小椋友紀子  

 
４．今後のスケジュール 

第三者委員会の最終報告書の受領後に、当社として策定した再発防止策を公表いたします。 
自主再生委員会は、当社の再発防止策の策定において執行レベルで具体的な再発防止策及び

その実施体制の検討を進め、検討結果を社内に提言し、監督を担う取締役会による再発防止策

の策定、モニタリングの取り組みにも全面的に協力してまいります。 
再発防止策の公表後には、執行メンバーとして速やかに再発防止策を日常業務運営に反映、

定着させてまいります。 
 

以上 


